
「東京23区内の在住者」

または

「東京圏（東京･神奈川･千葉･埼玉）在住で23区内へ通勤している方」が

群馬県に移住し、対象となる企業等に就職をすると

群馬県移住支援金事業のご案内

一世帯あたり １００万円

群 馬 県

都内へのアクセス良好！

群馬県への移住に関する
情報はコチラ！

単身の場合は ６０万円 を支給します！

新鮮で美味しい野菜と
やすらぎの温泉地！

群 馬 県

豊かな自然の中で
子育てができる！



○群馬県移住支援金ポータルサイト

○群馬県マッチングサイト

移住支援金の対象となる方

①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、
「東京23区内に在住」 または

「東京圏(条件不利地域を除く)在住で23区内へ通勤していた方」

←より詳しい情報が知りたい方は
コチラをチェック！

１ ２０１９年４月２６日以降に群馬県内の市町村へ移住した方

※群馬県では３５市町村全てが移住支援金の対象になります。

○移住支援金の申請後、5年以上継続して移住先の市町村に
居住する意思がある方が対象です。

２

３

①就業の場合 ②起業の場合

次の①、②をいずれも満たす方

次の①、②のいずれかを満たす方

○移住支援金制度についての問合せ先

○マッチングサイトについての問合せ先

○起業支援金についての問合せ先

マッチングサイト
をチェック！

対象求人に就職

起業支援金を申請
交付決定を
受ける

移住先市町村にて
を行う

仮申請

就業後 3ヶ月以上
経過

移住後3ヶ月以上
１年以内

本申請

《本申請可能期間》

支

援

金

支

給

就
職

起
業

申請の流れ・問合せ先等

群馬県または他の道府県が開設する
マッチングサイトに掲載された
対象求人に応募して採用された方

群馬県または他の道府県が実施する
起業支援事業に応募し、
起業支援金の交付決定を受けた方

（https://gunmagurashi.pref.gunma.jp/shienkin/）

（https://jobcafe.cloudbiz.jp/hp/jobsupport_search.php）

←移住支援金対象企業の求人情報が
掲載されています。

群馬県ぐんま暮らし・外国人活躍推進課
ＴＥＬ：０２７－２２６－２３７１

ジョブカフェぐんま東毛サテライト
ＴＥＬ：０２７７－２０－８２２８

(公財)群馬県産業支援機構
総合相談課 群馬県起業支援金事務局
ＴＥＬ：０２７－２６５－５０１３

②住民票を移す直前に、連続して1年以上、
「東京23区内に在住」 または

「東京圏(条件不利地域を除く)在住で23区内へ通勤していた方」

※次の１～３の要件をすべて満たす方

※５年以内に他の市町村に転出した場合、支援金の返還が求められる場合があります。

【例】

起業支援金の
交付決定後1年以内

移住先市町村にて
を行う

群馬県内へ移住（住民票の異動）

12345678910

Ａ＝２年間 Ｂ＝１年間

　　　　　　　　　　　　　　　　※通勤の場合「直前１年間」のカウント起点は異動の３ヶ月前まで遡りが可能

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄで計５年以上であればＯＫ（在住と通勤の混在も可）

Ｄ＝１年間

１年間

Ｃ＝２年間①

住民票を移す直前１０年間

②

＋

ア：東京23区内に在住の場合

イ：東京23区内に通勤の場合※

住
民
票
異
動
時
点１年間

直前１年間


